
1 会 期 令和５年８月３１日（木）～９月８日（金） ９日間

2 議 案 等 認定 ４件

報告 ３件

議案 ９件

3 一 般 質 問 令和５年９月５日（火）　５名

◎ 議案等の審議及び概要は次のとおりです。

【認定第１号】

（認定）

【認定第２号】

（認定）

【認定第３号】

（認定）

【認定第４号】

（認定）

【報告第６号】

（報告）

【報告第７号】

（報告）

令和５年第３回（９月）泉崎村議会定例会報告書

◇一般会計
　歳入総額40億2071万1572円、歳出総額36億6875万2607円、繰越明許費繰越額
5087万8000円、実質収支3億108万965円の黒字決算となるものです。
◇国民健康保険特別会計
　歳入総額7億6312万185円、歳出総額7億4437万6959円で、実質収支1874万3226円
の黒字決算となるものです。
◇後期高齢者医療特別会計
　歳入総額7201万2134円、歳出総額6970万3803円で、実質収支230万8331円の黒字
決算となるものです。
◇介護保険特別会計
　歳入総額6億6762万2896円、歳出総額6億4208万8094円で、実質収支2553万4802
円の黒字決算となるものです。
◇農業集落排水処理事業特別会計
　歳入総額1億8049万3172円、歳出総額1億7500万674円で、実質収支549万2498円
の黒字決算となるものです。

村が出資している法人の経営状況に係る書類提出の件

令和４年度泉崎村歳入歳出決算の認定について

令和４年度泉崎村水道事業会計決算の認定について

◇収益的収入2億3373万8010円、収益的支出1億8614万1124円、資本的収入0万円、
資本的支出4358万3444円であり、損益計算においては4759万6886円の純利益となる
ものです。

令和４年度決算に基づく健全化比率等の状況について

◇地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定により、令和
４年度決算に基づく健全化判断比率等の状況について報告を受けたものです。
　※実質公債比率は7.2％【3カ年平均】
　※将来負担比率は0％（前年度0％）【単年度】

令和４年度泉崎村工業用地造成事業会計決算の認定について

◇収益的収入150万3000円、収益的支出131万5476円、資本的収入0円、資本的支出
34万9858円であり、損益計算においては18万7524円の純利益となるものです。

令和４年度泉崎村住宅用地造成事業会計決算の認定について

収益的収入3299万8170円、収益的支出2207万9972円、資本的収入0円、資本的支出
422万6317円であり、損益計算においては1091万8198円の純利益となるものです。

◇地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、泉崎観光株式会社の第34期の経
営状況の報告を受けたものです。



【報告第８号】

（報告）

【議案第３８号】

（原案可決）

【議案第３９号】

（原案可決）

【議案第４０号】

（原案可決）

【議案第４１号】

（原案可決）

【議案第４２号】

（原案可決）

【議案第４３号】

（原案可決）

【議案第４４号】

（原案可決）

【議案第４５号】

（原案可決）

【議案第４６号】

（原案可決）

令和５年度泉崎村一般会計補正予算（第３号）

◇歳入歳出それぞれ1億3334万8千円を増額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出
それぞれ37億9146万7千円とするものです。

令和５年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

◇歳入歳出それぞれ89万8千円を減額し、歳入歳出の予算総額を　7億5113万4千円
とするものです。

泉崎村税特別措置条例の一部を改正する条例

◇低開発地域工業開発促進法の適用期限切れ、及び福島県税特別措置条例の一部
改正により、地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除の基本計
画同意日が延長されたことから、本条例の所要の改正を行うものです。

泉崎村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

◇福島県道路占用料徴収条例の一部改正に伴い、本条例の所要の改正を行うもので
す。

村が出資している法人の経営状況に係る書類提出の件

◇地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、株式会社さつきの里の第5期の経
営状況の報告を受けたものです。

令和５年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

◇歳入歳出それぞれ2686万5千円を増額し、歳入歳出の予算総額を　7億449万8千円
とするものです。

福島県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

◇福島県市町村総合事務組合の構成団体である田村広域行政組合が令和５年３月３
１日で解散したことに伴い、組合を組織する地方公共団体が減少したため、組合規約
の一部改正が必要となり、構成団体の議会の議決を要することとなったことから、地方
自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。

令和５年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第２号）

◇歳入歳出それぞれ130万8千円を増額し、歳入歳出の予算総額を　7321万1千円と
するものです。

令和５年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算（第１号）

令和５年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算（第１号）

◇収益的収入及び支出の予定額について、天王台ニュータウン内の給水取り出し工
事及び歩道修繕工事を行うため、それぞれ204万7千円を増額補正する。
資本的支出の予定額について、不足する額418万6千円を1091万9千円に改め、補て
ん財源として、前年度未処分利益剰余金673万3千円を加え、1091万9千円とするもの
です。

◇資本的支出の予定額について、不足する額1万8千円を18万8千円に改め、補てん
財源として、前年度末処分利益剰余金17万円を加え、18万8千円とするものです。



１．公私連携型保育所（５年委託の５年目）について、
今後どの様な運営をするのか伺う。
２．幼保連携型認定こども園について、検討又は取り
組みを伺う。
３．待機まちについて伺う。

村民に対する光熱費支援とともに、村内の医療介護
施設に対する支援が必要でないか。物価高騰対策について

１．今期議会を終了するにあたり、新世代に託す議会
の将来像について、行政経験豊富な村長から率直な
意見を伺いたい。
２．村政発展の車の両輪として活動を充実させる為に
は、議員個人の学習とともに、先進市町村の視察研
修が重要と考えるが見解を伺いたい。
３．各種委員会や常任委員会が多くの村政課題を提
起しその解決方策を検討することは、村政運営に資
することでありマイナスにはならないと考えるが見解
を伺う。

電子システムの全国統一につ
いて

２０２５年から行政電子システムの全国統一が計画さ
れているが、その進捗計画について伺う。

１．各地でひも付けの中止や延期の意見が出ている
ことについて、どう考えるのか伺う。
２．実務を担当する市町村では窓口で問題発生が考
えられるが、対応方策について伺う。
３．具体化に向けた進捗計画について、明らかにして
いただきたい。

マイナンバーカードと健康保険
証について

　　通告質問一覧表

質問者 質問事項 質問要旨

保育所の運営について

議会活動の進歩と発展につい
て

野崎　隆議員

小針辰男議員

3 白石正雄議員

2

県道沿いの花壇の整備につい
て

1

１．居平地区の道路が狭いが交通量は多い点で、現
時点での事故は無いものの、今後の安全面について
伺う。
２．両側の側溝が深く、グレーチングや蓋（コンクリー
ト）等があれば落下や車の走行の安全性は上がると
思うが、村としての考えを伺う。

太田川居平地区の道路、側
溝について

花等を植える事が出来る地域は良いと思うが、なか
なか対応しきれず個人的に草刈り等をやっている所
もある現状から、県の方に整備の依頼等できないか
伺う。

廣瀬　英一議員

5 飛知和良子議員

箭内村長の選挙公約の進捗
状況について

踏瀬原地区基盤整備事業について、主要用水路改
修が実施できないという事態に立ち至っているが打
開策について伺う。

水田基盤整備事業の取組みに
ついて

4

１．商工会補助金カットについて伺う。
２．将来の商工会をどのように考えているのか伺う。商工会について

村長就任後２年弱経過していますが、選挙時に公約
した各項目内容の進捗状況について伺う。
１．開かれた「村長室」の実現について伺う。
２．若者が積極的に村づくりに参加できる仕組み作り
について伺う。
３．職員が働きやすく、やりがいを感じられる職場環
境作りについて伺う。
４．かゆいところに手が届き、身近に感じられる行政
運営について伺う。
５．農業担い手と共に課題を共有し、問題解決に取り
組むについて伺う。
６．人口減少対策と併せて教育の充実と、子育て環
境の整備について伺う。
７．「医療・福祉」のさらなる充実について伺う。
８．「駅東口開発事業」の早期実現と老朽化している
「学校給食センター」建て替えの実現について伺う。


